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年次事業評価シート（指定管理者の業務に係る事業の評価）
【施設の概要】

所管課名

施設名

施設所在地

設置の目的

指定管理者

指定期間 ～
評価期間 ～

【指定管理者が行う主な業務の内容】

【管理経費の収支状況】

※詳細は別添「自己評価表」参照

30,240

支出(円)

そ
の
他

拠点区分間繰入金支出 8,062,000

120

8,726,240

30,120

▲664,240

維持管理費

人件費

運営費

負担金支出 ▲11,452

就労支援事業支出 3,898,730 3,644,270 ▲254,460

3,211,318

4,100,651

166,063

収入合計(円)

収支(円)

支出合計(円)

▲254,621

▲6,00012,00018,000

障がい福祉課

八潮市障がい者福祉施設やまびこ

八潮市大字鶴ケ曽根４０３番地１

社会福祉法人　八潮市社会福祉協議会

指定管理者に
求めるもの

団体の活力や柔軟な発想を生かし、これまで以上に利用者本位の柔軟なサービ
スを提供し、効率的な経営の推進を図ること。

令和6年4月1日

令和6年4月1日

令和11年3月31日

令和7年3月31日

障がい者が自立した日常生活並びに社会生活を営むことができるよう必要な支
援を行い、障がい者の福祉の増進を図る

(1)　障がい者福祉施設の利用の承認に関する業務
(2)　八潮市障がい者福祉施設設置及び管理条例第3条各号（※）に掲げる事業に関する業務
(3)　障がい者福祉施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4)　前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
※(1)　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」とい
う。）第５条第７項に規定する生活介護を行う事業
　(2)　法第５条第１４項に規定する就労継続支援を行う事業
　(3)　前２号に掲げるもののほか、障がい者福祉施設の設置の目的を達成するために必要な事業

比較(R6-R5)

1,696,000

2,260,934

310,632

1,508,853

令和６年度令和５年度直営最終年度

前年度繰越金

利用料金収入

管理料

就労支援事業収入

負担金収入

6,651,1326,485,069

37,574,241 40,076,264 42,337,198

14,216,00012,520,0000

3,642,6893,897,310

収入(円)

そ
の
他

その他収入

2,600

▲208,1556,442,977

60,446,282

6,044,529

39,218,908

3,468,655

6,651,132

56,345,631

2,833,211

37,710,055

3,158,023

▲30,892,053

68,468,894

1,744,263

62,061,878

4,662,753

3,892,49666,889,25962,996,76337,576,841

19,372 7,920
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【施設の利用状況】

※詳細は別添「自己評価表」参照

【活動指標】(事務事業評価から引用)

【当該施設のほか、指定管理者が管理する障がい者福祉施設「わかくさ」「虹の家」を含めた数値】

【成果指標】(事務事業評価から引用)

【当該施設のほか、指定管理者が管理する障がい者福祉施設「わかくさ」「虹の家」を含めた数値】

【利用者満足度調査結果】(抜粋)

66

実績
61（やまびこ24、
わかくさ18、虹の
家19）

60（やまびこ24、わ
かくさ18、虹の家
18）

単位 令和５年度 令和６年度

稼働率 ％
計画 88 88

実績

通所者数

単位 令和５年度 令和６年度

人

計画 66

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に基づき、意思決定支援の推進に配慮していることや、医師との連携を図り、
利用者の特性や個性、意思等を尊重した支援を心がけていることから、利用者の満足度が高い。

非常に
満足

満足
どちら

でもない
不満

非常に
不満

合計

8 11 3 0 1 23

4.08

100.0%34.8% 47.8% 13.0% 0.0% 4.3%

指定管理者に対する評価(総合評価)
(人)

【サービスの向上】（指定管理者が運営を行うことによりサービスが向上したものについて記述）

利用者満足度指数

割合(%)

5,367 5,188 ▲ 179来館者数(人)

240 239 ▲ 1

令和５年度 令和６年度 比較(R6-R5)

開館日数(日)

73.5 80
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【
年

次
事

業
評

価
結

果
】

※
評
価
が
「
Ｃ
」
の
場
合
は
、
そ
の
改
善
策
等
を
特
記
事
項
に
記
入
す
る
。

①
開

館
時

間

②
管

理
執

行
体

制
に

関
す

る
事

項

③
個

人
情

報
の

保
護

④
利

用
者

へ
の

対
応

及
び

サ
ー

ビ
ス

等
の

向
上

利
用

者
へ

の
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

な
ど

を
実

施
し

、
自

己
分

析
や

業
務

改
善

を
行

っ
て

い
る

か
関

係
書

類
等

に
よ

り
確

認
す

る
・

期
間

：
令

和
7
年

3
月

1
日

～
4
月

9
日

　
回

答
数

：
2
3
件

・
利

用
者

ア
ン

ケ
ー

ト
の

結
果

に
基

づ
き

適
正

な
分

析
が

行
わ

れ
て

い
る

。
Ａ

市
民

か
ら

の
苦

情
等

の
ト

ラ
ブ

ル
の

対
応

は
適

切
に

行
わ

れ
て

い
る

か
関

係
書

類
等

に
よ

り
確

認
す

る
令

和
6
年

度
に

お
い

て
、

市
民

か
ら

の
苦

情
等

の
ト

ラ
ブ

ル
は

発
生

し
て

い
な

い
。

Ａ

職
員

育
成

の
た

め
の

研
修

は
行

わ
れ

て
い

る
か

関
係

書
類

等
に

よ
り

確
認

す
る

事
業

所
に

お
け

る
職

場
内

研
修

を
実

施
し

て
い

る
。

Ａ

個
人

情
報

の
管

理
及

び
取

り
扱

い
に

係
る

マ
ニ

ュ
ア

ル
等

の
作

成
が

な
さ

れ
て

い
る

か
作

成
状

況
及

び
そ

の
内

容
に

つ
い

て
確

認
す

る
（

電
子

媒
体

及
び

紙
媒

体
い

ず
れ

も
）

社
会

福
祉

法
人

八
潮

市
社

会
福

祉
協

議
会

個
人

情
報

保
護

規
程

が
整

備
さ

れ
て

い
る

。
Ａ

事
業

計
画

に
基

づ
い

た
行

事
は

行
わ

れ
て

い
る

か
関

係
書

類
等

に
よ

り
確

認
す

る
年

次
協

定
に

よ
る

事
業

計
画

書
と

実
績

報
告

に
よ

り
確

認
し

て
い

る
。

Ａ

業
務

に
従

事
す

る
職

員
は

、
関

係
法

令
を

遵
守

し
て

い
る

か
法

令
遵

守
責

任
者

へ
の

ヒ
ア

リ
ン

グ
や

、
関

係
書

類
（

研
修

の
開

催
結

果
等

）
に

よ
り

確
認

す
る

事
業

所
に

お
け

る
職

場
内

研
修

を
実

施
し

て
い

る
。

Ａ

八
潮

市
個

人
情

報
保

護
条

例
に

基
づ

き
適

正
に

取
り

扱
わ

れ
て

い
る

か
条

例
違

反
の

有
無

に
つ

い
て

関
係

書
類

や
ヒ

ア
リ

ン
グ

に
よ

り
確

認
す

る

・
条

例
違

反
は

確
認

さ
れ

て
い

な
い

。
・

社
会

福
祉

法
人

八
潮

市
社

会
福

祉
協

議
会

個
人

情
報

保
護

規
程

が
整

備
さ

れ
、

適
正

に
取

り
扱

わ
れ

て
い

る
。

・
個

人
情

報
を

保
存

す
る

Ｕ
Ｓ

Ｂ
は

、
鍵

付
の

キ
ー

ボ
ッ

ク
ス

に
常

時
保

管
し

、
個

人
情

報
漏

洩
防

止
の

対
策

を
講

じ
て

い
る

。

Ａ

業
務

を
遂

行
す

る
た

め
の

必
要

な
職

員
は

確
保

さ
れ

て
い

る
か

職
員

の
配

置
を

就
労

関
係

書
類

な
ど

に
よ

り
確

認
す

る
介

護
給

付
費

等
算

定
に

か
か

る
体

制
等

に
関

す
る

届
出

書
に

よ
る

確
認

を
行

っ
て

い
る

。
Ａ

業
務

の
処

理
に

適
し

た
執

行
体

制
や

処
理

過
程

に
お

け
る

チ
ェ

ッ
ク

機
能

が
確

保
さ

れ
て

い
る

か

体
制

の
状

況
に

つ
い

て
現

状
を

確
認

す
る

 
 
業

務
処

理
を

確
認

で
き

る
各

種
規

定
な

ど
に

よ
り

確
認

す
る

介
護

給
付

費
等

算
定

に
か

か
る

体
制

等
に

関
す

る
届

出
書

に
基

づ
く

人
員

配
置

よ
り

業
務

を
行

っ
て

い
る

。
Ａ

評
　

価
　

項
　

目
確

 
認

 
結

 
果

(
具

体
的

な
確

認
事

項
、

根
拠

）
評

 
価

特
 
記

 
事

 
項

現
地

確
認

事
項

業
務

履
行

内
容

評
価

方
法

開
館

予
定

日
、

開
館

時
間

は
守

ら
れ

て
い

る
か

開
館

日
数

、
時

間
数

が
守

ら
れ

て
い

た
か

関
係

書
類

に
よ

り
確

認
す

る

・
開

所
日

数
2
3
9
日

・
令

和
6
年

4
月

1
日

は
新

年
度

体
制

準
備

の
た

め
休

所
。

8
月

1
3

日
・

1
4
日

・
1
5
日

は
夏

季
休

所
。

（
条

例
で

定
め

ら
れ

て
い

る
休

日
以

外
の

休
日

は
文

書
を

提
出

し
て

い
る

）

Ａ
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⑤
利

用
許

可
業

務

⑥
施

設
設

備
及

び
物

品
の

維
持

管
理

安
全

衛
生

管
理

に
配

慮
し

た
業

務
運

営
、

管
理

が
さ

れ
て

い
る

か
施

設
の

安
全

衛
生

管
理

の
状

況
に

つ
い

て
関

係
書

類
及

び
現

状
を

確
認

す
る

・
全

職
員

が
健

康
診

断
を

受
診

。
・

安
全

衛
生

推
進

者
を

選
任

し
、

施
設

の
安

全
衛

生
水

準
の

向
上

が
図

ら
れ

て
い

る
。

Ａ

物
品

（
備

品
）

の
管

理
は

適
切

に
行

わ
れ

て
い

る
か

台
帳

に
よ

り
確

認
備

品
台

帳
に

よ
り

、
適

正
に

管
理

さ
れ

て
い

る
。

Ａ

施
設

の
保

安
管

理
が

適
切

に
行

わ
れ

て
い

る
か

施
設

の
警

備
状

況
に

つ
い

て
関

係
書

類
及

び
現

状
を

確
認

す
る

・
最

終
退

館
者

に
よ

り
適

切
な

施
錠

が
行

わ
れ

て
い

る
。

・
警

備
会

社
と

契
約

を
行

っ
て

い
る

。
施

錠
後

の
火

災
、

侵
入

等
の

異
常

発
生

時
、

警
備

員
が

確
認

を
行

う
。

Ａ

清
掃

業
務

等
が

適
切

に
行

わ
れ

て
い

る
か

業
務

範
囲

が
的

確
に

処
理

さ
れ

て
い

る
か

関
係

書
類

に
よ

り
確

認
す

る
第

三
者

委
託

業
務

承
認

申
請

書
に

よ
り

確
認

し
て

い
る

。
Ａ

各
部

の
施

設
維

持
管

理
が

良
好

な
状

態
に

維
持

さ
れ

て
い

る
か

正
常

に
維

持
さ

れ
て

い
る

か
、

保
守

点
検

や
修

繕
の

状
況

に
つ

い
て

関
係

書
類

及
び

現
状

を
確

認
す

る

・
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
及

び
自

動
ド

ア
に

つ
い

て
、

業
務

委
託

に
よ

り
適

正
に

管
理

さ
れ

て
い

る
。

Ａ

施
設

の
改

修
・

修
繕

は
市

と
協

議
の

上
で

行
わ

れ
て

い
る

か
修

繕
の

箇
所

、
経

緯
に

つ
い

て
関

係
書

類
を

確
認

す
る

・
修

繕
箇

所
に

つ
い

て
は

、
市

と
協

議
を

行
い

実
施

し
て

い
る

。
Ａ

利
用

料
金

の
徴

収
は

適
正

に
執

行
さ

れ
て

い
る

か
利

用
料

金
の

徴
収

が
適

正
に

執
行

さ
れ

て
い

る
か

確
認

す
る

受
給

者
証

に
記

載
し

て
い

る
自

己
負

担
額

を
基

に
、

利
用

料
金

を
設

定
し

て
い

る
。

Ａ

利
用

者
の

公
平

な
選

考
を

行
っ

て
い

る
か

事
業

計
画

及
び

関
係

書
類

に
よ

り
現

状
を

確
認

す
る

・
利

用
者

の
選

考
は

な
い

。
・

利
用

希
望

者
か

ら
の

事
前

相
談

、
実

習
を

行
い

、
条

例
に

基
づ

く
適

正
な

利
用

承
認

を
行

っ
て

い
る

。
Ａ

利
用

料
金

は
適

正
に

設
定

さ
れ

て
い

る
か

利
用

料
金

が
市

と
協

議
し

た
設

定
と

な
っ

て
い

る
か

確
認

す
る

受
給

者
証

に
記

載
し

て
い

る
自

己
負

担
額

を
基

に
、

利
用

料
金

を
設

定
し

て
い

る
。

Ａ

利
用

料
金

の
減

免
の

手
続

き
は

適
正

に
行

わ
れ

て
い

る
か

関
係

書
類

等
に

よ
り

確
認

す
る

受
給

者
証

に
記

載
し

て
い

る
自

己
負

担
額

を
基

に
、

利
用

料
金

を
設

定
し

て
い

る
。

Ａ

評
　

価
　

項
　

目
確

 
認

 
結

 
果

(
具

体
的

な
確

認
事

項
、

根
拠

）
評

 
価

特
 
記

 
事

 
項

現
地

確
認

事
項

業
務

履
行

内
容

評
価

方
法
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⑦
経

費
の

執
行

管
理

⑧
そ

の
他

の
事

項

【
指

定
管

理
者

自
己

評
価

及
び

業
務

改
善

に
向

け
た

分
析

】

　 【
所

管
課

所
見

】

(
1
)
指

定
管

理
者

自
己

評
価

　
令

和
7
年

3
月

末
日

現
在

、
生

活
介

護
事

業
は

8
名

（
定

員
1
0
名

）
、

就
労

継
続

支
援

B
型

事
業

は
1
6
名

（
定

員
3
0
名

）
が

利
用

し
て

い
ま

す
。

　
令

和
6
年

度
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

報
酬

改
定

に
基

づ
き

、
意

思
決

定
支

援
の

推
進

に
配

慮
し

ま
し

た
。

特
に

、
意

思
決

定
支

援
会

議
に

つ
い

て
は

、
利

用
者

及
び

保
護

者
の

参
加

を
促

し
、

十
分

な
時

間
を

確
保

し
て

個
別

目
標

に
対

す
る

振
り

返
り

及
び

次
期

目
標

に
つ

い
て

の
意

見
や

希
望

な
ど

の
聴

取
を

丁
寧

に
行

い
ま

し
た

。
こ

れ
に

よ
り

、
利

用
者

が
考

え
や

困
り

ご
と

を
述

べ
る

よ
う

に
な

っ
た

り
、

接
す

る
機

会
が

少
な

か
っ

た
保

護
者

か
ら

情
報

を
得

ら
れ

た
り

と
貴

重
な

交
流

の
場

と
な

り
ま

し
た

。
　

生
活

介
護

事
業

で
は

、
常

勤
看

護
師

が
中

心
と

な
り

嘱
託

医
と

連
携

し
、

場
合

に
よ

っ
て

は
医

療
機

関
へ

つ
な

げ
る

な
ど

利
用

者
の

体
調

管
理

を
適

切
に

行
い

ま
し

た
。

ま
た

、
大

声
や

他
害

な
ど

の
強

度
行

動
障

害
の

あ
る

利
用

者
に

つ
い

て
は

、
保

護
者

か
ら

の
情

報
を

元
に

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

で
引

き
継

ぎ
や

情
報

共
有

を
確

実
に

行
い

、
事

故
を

未
然

に
防

ぎ
ま

し
た

。
　

就
労

継
続

支
援

B
型

事
業

で
は

、
4
社

の
内

職
作

業
に

取
り

組
み

、
工

賃
収

入
は

対
前

年
比

9
3
パ

ー
セ

ン
ト

で
し

た
が

、
一

人
当

た
り

の
平

均
工

賃
は

月
額

2
万

円
を

超
え

ま
し

た
。

8
月

に
は

1
名

が
一

般
企

業
へ

の
就

職
を

実
現

さ
せ

、
ほ

か
の

利
用

者
の

モ
チ

ベ
ー

シ
ョ

ン
向

上
に

つ
な

が
っ

て
い

ま
す

。

(
2
)
業

務
改

善
に

向
け

た
分

析

　
依

然
と

し
て

職
員

の
確

保
が

大
き

な
課

題
で

あ
り

、
求

人
情

報
掲

載
の

新
規

開
拓

を
図

る
と

と
も

に
、

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

を
徹

底
し

、
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
の

な
い

長
く

勤
務

で
き

る
職

場
環

境
づ

く
り

を
推

進
し

ま
す

。
　

利
用

者
が

安
心

し
て

過
ご

せ
る

よ
う

、
引

き
続

き
、

虐
待

防
止

・
身

体
拘

束
適

正
化

研
修

を
定

期
的

に
実

施
す

る
と

と
も

に
、

不
適

切
な

言
動

に
つ

い
て

も
適

宜
指

導
を

行
い

ま
す

。
　

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

外
部

記
録

媒
体

、
紙

媒
体

の
管

理
を

徹
底

す
る

ほ
か

、
口

頭
に

よ
る

漏
洩

に
も

注
意

す
る

よ
う

全
職

員
に

指
導

を
行

い
ま

す
。

　
生

活
介

護
事

業
で

は
、

自
傷

や
他

害
な

ど
の

強
度

行
動

障
害

へ
の

対
応

に
つ

い
て

職
員

全
員

が
情

報
を

共
有

し
、

ト
ラ

ブ
ル

や
負

傷
事

故
等

に
至

ら
な

い
よ

う
努

め
ま

す
。

　
就

労
継

続
支

援
B
型

事
業

で
は

、
利

用
者

の
高

齢
化

に
伴

い
、

作
業

能
力

や
就

労
意

欲
の

低
下

が
見

ら
れ

ま
す

が
、

利
用

者
の

意
思

を
尊

重
し

、
個

々
の

特
性

を
踏

ま
え

た
就

労
支

援
を

行
い

ま
す

。
　

引
き

続
き

、
八

潮
市

、
相

談
支

援
事

業
所

及
び

特
別

支
援

学
校

な
ど

の
関

係
機

関
と

連
携

し
て

新
規

利
用

者
を

積
極

的
に

受
け

入
れ

て
い

き
ま

す
。

令
和

6
年

度
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

報
酬

改
定

に
基

づ
き

、
意

思
決

定
支

援
を

推
進

し
、

利
用

者
及

び
保

護
者

か
ら

丁
寧

に
希

望
等

を
聴

取
し

て
い

る
点

は
高

く
評

価
で

き
る

。
ま

た
、

医
師

と
の

連
携

を
図

り
、

利
用

者
の

特
性

や
個

性
、

意
思

等
を

尊
重

し
た

支
援

を
心

が
け

て
い

る
こ

と
か

ら
、

利
用

者
の

満
足

度
も

高
い

。
今

後
も

利
用

者
に

寄
り

添
っ

た
支

援
に

努
め

て
い

た
だ

き
、

引
き

続
き

関
係

機
関

と
連

携
し

て
、

新
規

利
用

者
を

積
極

的
に

受
け

入
れ

て
い

た
だ

き
た

い
。

総
合

評
価

Ａ

業
務

の
一

括
委

託
な

ど
は

行
わ

れ
て

い
な

い
か

委
託

契
約

書
等

の
関

係
書

類
で

確
認

す
る

第
三

者
委

託
業

務
承

認
申

請
書

に
よ

り
確

認
し

て
い

る
。

Ａ

賠
償

保
険

に
加

入
し

て
い

る
か

保
険

証
書

等
に

よ
り

賠
償

保
険

の
保

険
内

容
等

を
確

認
す

る
保

険
証

書
に

よ
り

、
賠

償
保

険
の

内
容

を
確

認
し

て
い

る
。

Ａ

資
金

の
適

正
な

管
理

と
経

理
内

容
の

明
確

化
が

図
ら

れ
て

い
る

か
経

理
内

容
に

つ
い

て
帳

簿
及

び
関

係
書

類
に

よ
り

確
認

す
る

経
理

内
容

に
つ

い
て

、
具

体
的

な
記

載
が

あ
り

、
明

確
化

が
図

ら
れ

て
い

る
。

Ａ

経
費

に
係

る
経

理
規

程
等

の
整

備
が

行
わ

れ
て

い
る

か
作

成
状

況
及

び
そ

の
内

容
に

つ
い

て
確

認
す

る
社

会
福

祉
法

人
八

潮
市

社
会

福
祉

協
議

会
経

理
規

程
を

整
備

し
て

い
る

。
Ａ

経
費

を
効

率
的

に
運

用
す

る
工

夫
は

さ
れ

て
い

る
か

関
係

書
類

や
ヒ

ア
リ

ン
グ

に
よ

り
確

認
す

る

利
用

者
の

支
援

に
必

要
と

な
る

も
の

を
優

先
し

、
経

費
を

効
率

的
に

運
用

し
て

い
る

。
こ

ま
め

な
消

灯
・

空
調

切
替

を
行

い
、

無
駄

な
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

を
抑

え
て

い
る

。

Ａ

経
費

を
適

正
に

執
行

管
理

す
る

た
め

の
体

制
が

確
保

さ
れ

て
い

る
か

体
制

の
状

況
に

つ
い

て
現

状
を

確
認

す
る

経
費

の
執

行
に

は
、

決
裁

規
定

に
基

づ
い

て
お

り
、

体
制

が
確

保
さ

れ
て

い
る

。
Ａ

評
　

価
　

項
　

目
確

 
認

 
結

 
果

(
具

体
的

な
確

認
事

項
、

根
拠

）
評

 
価

特
 
記

 
事

 
項

現
地

確
認

事
項

業
務

履
行

内
容

評
価

方
法
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事
務
事
業
評
価
シ
ー
ト
（対
象
：
R
6
年
度
実
施
事
業
）

● ●
[

]

[
]

令 和 6 年 度

担
当
者
名

内
線

1
3
,1
4
9
,0
0
0

・
各
種
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
や
窓
口
で
ふ
る
さ
と
納
税
の
寄
附
受
付
を
行
っ
た
。
併
せ
て
、
陥

没
事
故
に
伴
う
災
害
支
援
寄
附
の
受
付
を
行
っ
た
。
（
寄
附
件
数
1,
86
0件

、
寄
附
金
合
計
額

43
,8
10
,0
24
円
）

・
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
制
度
の
申
請
受
付
を
行
っ
た
。
（
申
請
受
付
件
数
21
1件

）
・
新
規
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
の
追
加
を
実
施
し
た
。

令 和 5 年 度

事
業
の
実
施
状
況
（
見
込
み
）

8

企
画
経
営
課

根
拠
法
令
等

市
民
の
一
部国

地
方
税
法
等

■

内
部
職
員

R
7
予
算

課

企
画
経
営
担
当

部

目

市
長
公
約

総
合
戦
略

主
要
事
業

実
施
主
体

継
続
年
数

5
年
以
下

●
市

県

所
属
コ
ー
ド
1
10
10
00

・
ふ
る
さ
と
納
税
の
寄
附
受
付
や
返
礼
品
の
贈
呈
等
に
係
る
運
営
業
務
を
行

う
。

そ
の
他

事
業

事
業
の
対
象

5
1

位
置
付
け

88
5

吉
本

1
6
年
以
上

1
1
～
1
5
年

そ
の
他

6
～
1
0
年

係
・
担
当

無

市
外
居
住
者

6

補
助
費
等

健
全
で
計
画
的
・
効
率
的
な
行
政
の
体
制
づ
く
り

企
画
財
政
部

・
各
種
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
や
窓
口
で
ふ
る
さ
と
納
税
の
寄
附
受
付
を
行
っ
た
。
（
寄
附
件
数

75
9件

、
寄
附
金
合
計
額
30
,7
41
,0
00
円
）

・
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
制
度
の
申
請
受
付
を
行
っ
た
。
（
申
請
受
付
件
数
16
1件

）
・
新
規
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
の
追
加
を
実
施
し
た
。

事
業
概
要

大
施
策
(
節
)

基
本
施
策

会
計

0
1

扶
助
費

維
持
補
修
費

有 ■
全
市
民

1
3
,1
4
9
,0
0
0

物
件
費

10
,7
80
,5
59

委
員
報
酬

事
業
費
（
A）

1
1,
9
0
1,
3
4
5

1
3,
57
1,
00
0

事 業 費 の 内 訳事
務
事
業
名

事
業
目
的

2
款

予
算
科
目

国
庫
支
出
金

施
策
の
柱
(章

)

ふ
る
さ
と
納
税
推
進
事
業

1

新
公
共
経
営

計
画
的
・
効
率
的
な
行
政
の
推
進

3

項

R
5
決
算

・
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
を
活
用
し
、
寄
附
件
数
及
び
寄
附
額
の
増
加
に
努
め

る
こ
と
で
、
自
主
財
源
の
確
保
に
つ
な
げ
る
と
と
も
に
、
地
元
特
産
品
の
Ｐ

Ｒ
強
化
、
地
域
経
済
の
活
性
化
を
図
る
も
の
。

1
3,
57
1,
00
0

R6
予
算

R
6決

算

そ
の
他

10
,7
80
,5
59

普
通
建
設
事
業
費

1
1,
9
0
1,
3
4
5

単
位
：
円

県
支
出
金

市
債

そ
の
他

0.
05

計
画

2
.7
%

―

10
,7
80
,5
59

0
.0
5

11
,1
53
,2
33

―

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
運
用
件
数

職
員
人
件
費
（
B）

単
位

3.
2
%

38
7
,4
2
9

1
3
,5
4
2
,7
5
0

―

2.
9
%

3
93
,
7
50

一
般
財
源

0.
0
5

1
3,
95
1,
45
0

令 和 7 年 度

実
績

33

38
0,
4
5
0

寄
附
額

1
3
,1
4
9
,0
0
0

総
事
業
費
（
A+
B）

1
1,
9
0
1,
3
4
5

1
2,
2
8
8,
7
7
4

人
件
費
率
（
B/
（
A+
B
）
）

1
3,
57
1,
00
0

3.
3%

37
2
,
67
4

予
算
執
行
率
（
職
員
人
件
費
除
く
）

職
員
数
（
人
／
年
）

0.
0
5

8
7
.7
%

令
和
5年
度

財 源 の 内 訳

令
和
6
年
度

4

・
各
種
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
や
窓
口
で
ふ
る
さ
と
納
税
の
寄
附
受
付
を
行
う
。

・
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
制
度
の
申
請
受
付
を
行
う
。

活
動
指
標
名

4

寄
附
件
数

件

件
実
績

計
画

75
0

75
9

実
績

43
,8
10
,0
24

実
績

目
標

円
12
,0
00
,0
00

単
位

成
果
指
標
名

令
和
6年
度

令
和
5年
度

30
,7
41
,0
00

30
,0
00
,0
00

60
0

目
標

1,
86
0
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■
事
業
の
評
価
　
（
R
6
年
度
の
事
後
評
価
）

■
計
画
期
間
を
通
じ
て
の
課
題
と
対
応
策

①
必
要
性
の
評
価

当
該
事
務
事
業
に
つ
い
て
市
が
関
与
す
る
必
要
性

②
目
標
達
成
度
の
評
価

R6
年
度
の
目
標
達
成
度

■
総
合
評
価
（
最
終
目
標
に
対
す
る
進
捗
状
況
）

☆
☆
☆
：
順
調
（
最
終
目
標
達
成
に
向
け
、
順
調
に
成
果
が
あ
が
っ
て
い
る
）

☆
☆
：
概
ね
順
調
（
最
終
目
標
達
成
に
向
け
、
や
や
遅
れ
て
い
る
が
概
ね
順
調
）

☆
：
遅
れ
（
こ
の
ま
ま
で
は
、
最
終
目
標
の
達
成
が
難
し
い
）

③
実
施
内
容
・
方
法
の
評
価

成
果
向
上
や
コ
ス
ト
削
減
の
た
め
の
見
直
し
の
余
地

■
今
後
の
方
向
性
（
計
画
期
間
を
通
じ
て
の
方
向
）

④
公
平
性
の
評
価

ⅰ
.受

益
者
が
一
部
に
偏
っ
て
い
る
か

ⅱ
.受

益
者
負
担
の
見
直
し
の
余
地

■

A
：非
常
に
高
い

事
業
を
止
め
た
場
合
、
市
民
の
生
命
、
財
産
等
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
恐
れ
が
あ
る

法
律
、
政
令
、
省
令
、
通
達
等
に
よ
り
、
市
に
実
施
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る

評
価
者
名

当
該
事
務
事
業
が
解
決
す
べ
き
課
題
が
増
え
て
い
る
。
増
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る

そ
の
他

自
主
財
源
を
確
保
し
、
健
全
な
財
政
運
営
に
寄
与
す
る

市
が
何
ら
か
の
関
与
（監
督
、
指
導
等
）を
し
な
い
と
、
問
題
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る

C
：あ
る
程
度
認
め
ら
れ
る

課
題
は
ほ
と
ん
ど
な
い

峯

B
：高
い

●

判 断 理 由

サ
ー
ビ
ス
の
拡
大
や
充
実
を
求
め
る
市
民
意
見
・要
望
が
増
え
て
い
る

国
の
制
度
改
正
の
動
向
を
注
視
し
な
が
ら
、
ふ
る
さ
と
納
税
に
係
る
コ
ス
ト

を
抑
制
し
つ
つ
、
寄
附
額
の
増
加
を
目
指
し
た
対
応
を
検
討
す
る
。

増
加

●
削
減

判
断
理
由

●
事
業
費

削
減

効
率
・
簡
素
化

：
他
事
業
と
統
合
し
て
継
続

評
価
時
点
で
認
識
さ
れ
て
い
る
問
題
・
課
題

大
き
な
課
題
が
あ
る

☆
☆
☆

順
調

●

考
え
ら
れ
る

対
応
策

総
合
評
価

課
題

国
の
制
度
改
正
に
伴
う
ポ
イ
ン
ト
付
与
の
禁
止
や
、
大
手
企
業
の
仲
介
事
業

参
入
な
ど
、
ふ
る
さ
と
納
税
を
取
り
巻
く
情
勢
が
変
化
す
る
中
で
、
コ
ス
ト

を
抑
制
し
つ
つ
寄
附
額
の
増
加
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

あ
る
程
度
課
題
が
あ
る

手
段
を
改
善

余
地
が
大
き
い

■

達
成
で
き
た
内
容
／
で
き
な
か
っ
た
内
容
・
理
由
（
必
ず
記
入
）

活
動
指
標
・
成
果
指
標
と
も
に
目
標
を
達
成
し
、
成
果
指
標
の
寄
附
額
に
つ
い
て
は
目

標
を
大
幅
に
上
回
る
実
績
と
な
っ
た
た
め
。

活
動
指
標
の
目
標
を
達
成
し
た

現
状
維
持

増
加

：
現
状
の
ま
ま
継
続

新
規
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
の
追
加
及
び
寄
附
額
・
寄
附
件
数
の
増
加
を
達
成
で

き
た
た
め
。
た
だ
し
、
寄
附
額
・
寄
附
件
数
の
大
幅
な
増
加
は
道
路
陥
没
事

故
に
伴
う
災
害
支
援
寄
附
の
影
響
が
大
き
く
、
次
年
度
は
反
動
減
が
予
想
さ

れ
る
。

経
営
資
源

方
向
性

：
休
止
・
廃
止

：
終
了
・
完
了

重
点
化
（
拡
充
）

そ
の
他

：
見
直
し
て
継
続

●

国
や
県
、
民
間
事
業
者
等
が
同
種
・類
似
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る

使
用
料
・手
数
料
等
の
見
直
し
か
ら
5年
以
上
経
過
し
て
い
る

余
地
が
あ
る

今
後
の

実
施
方
針

（
改
善
方
針
）

国
や
他
自
治
体
の
動
向
等
を
注
視
し
な
が
ら
事
業
を
継
続
し
て
い
く
。

判 断 理 由

そ
の
他

余
地
が
な
い

（
R7
年
度
比
）

受
益
者
の
負
担
割
合
が
国
等
の
定
め
て
い
る
基
準
を
下
回
っ
て
い
る

非
該
当

受
益
者
負
担
が
な
い

現
状
維
持

労
働
量

偏
り
が
あ
る

や
や
偏
り
が
あ
る

偏
り
が
な
い

●
非
該
当

使
用
料
・手
数
料
等
の
料
金
設
定
を
市
で
行
う
こ
と
が
で
き
る

余
地
が
あ
る

業
務
改
善
方
針
等
の
指
標
に
現
れ
な
い
目
標
を
達
成
し
た

余
地
が
全
く
な
い

事
業
費
や
人
件
費
な
ど
の
コ
ス
ト
を
圧
縮
す
る
工
夫
が
考
え
ら
れ
る

■

●

社
会
情
勢
や
ニ
ー
ズ
の
変
化
等
に
よ
り
、
サ
ー
ビ
ス
の
対
象
・量
・水
準
を
見
直
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

■

●

A
：達
成
し
た
(1
00
%）

成
果
を
高
め
る
工
夫
が
考
え
ら
れ
る

■
民
間
委
託
や
指
定
管
理
者
制
度
の
活
用
な
ど
の
事
業
手
法
を
再
検
討
す
る
余
地
が
あ
る

業
務
の
進
め
方
や
手
続
き
（業
務
プ
ロ
セ
ス
）を
簡
略
化
・簡
素
化
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

判 断 理 由

成
果
指
標
の
目
標
を
達
成
し
た

判 断 理 由

B
：概
ね
達
成
で
き
た
(8
0%
以
上
)

C
：達
成
で
き
な
か
っ
た
（8
0%
未
満
）
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